
h
d
h
"・
六
昭
ニ
サ
一
円
第
三
珊
郵
偏
物
冨
可
《
働
問
一
周
一
圃
個
行
u

t
d
p
e
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戸
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性

質

・

紳

戸

努
銀
の
理
論
・
-
-
-
-
-
-
-
-
文
串
博
士
高
田

マ
ル
サ
ス
の
恐
慌
論
・
・
・
・
・
・
・
組
消
棋
士
谷
口

温

肱

加

地

主
江
商
人
の
活
躍
に
つ
い
て
・
制
椀
射
士

岡
出
・
岡
ご
の
聞
係
に
就
て
・
・
'
組
消
恥
士

、h
'

L
拙

柑

錦

醐

叩

兎
償
償
協
同
九
つ
い

Vt

・
-
-
-
-
克
明
博
士

生
糧
立
地
撞
論
口
i
つ
い
て

4

・
・
組
向
山
中
十

中
央
土
地
方
の
一
環
算
形
式
・
・
・
担
済
日
明

E

世

間
良
雄
清
司
、
U

大
都
市
経
清
・
・
・
・
・
制
抑
山
中
士

大
阪
市
の
人
口
動
態

-

-

a

・
割
引
開
問
削
士

側
蘭
西
岡
管
輸
出
信
用
保
険
・
・
・
-
組
中
間

m
j

法

A
品下

枇
遣
法
・
陸
拍
車
同
査
令

叫

剛

錦

疎

本
誌
第
二
十
人
巻
綿
目
録

-
出
展
・
師
士

菰

" 
載吉保正

彦馬雄

明菅
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保大
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高

田

保
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太

郎
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川
典
之
助

大

谷

政

枇

武

田

長

太

郎

近

藤

文
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A 

中
央
・
地
方
珠
算
の
形
式

中

川

典

之

助

巾
央
・
地
方
の
穂
算
の
形
式
を
比
較
す
る
に
借
り
、
先
づ
制

度
一
般
か
ら
納
め
て
橡
算
科
目
に
及
ば
九
。

A 

中
央
・
地
方
珠
算
制
度
に
就

τ

止*~ !.I:. る耐
上院かし鴨

憾に止【ろ)て算
員1 統官1m(ー)1主
主一際算漁師11
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い
か
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す
る
か
及
び
科
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の
沈
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す
や
否
十
等
が
飯
山
宮
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、P

、F

一
段
る
問
題
を
構
成
し
ご
諌
算
の
議
決
に
就
て
は
い
課
算
案
の
提

f
L

〆、

〉

〉

〕

出
ろ
換
算
案
の
議
定
は
抽
出
算
の
更
訂
に
猿
算
の
成
立
不
成
立
等

(

(

(

 

の
問
胞
が
、
而
し
て
最
後

K
D穂
算
の
執
行
に
於
て
は
叫
収
支

(

〈

機
関
の
構
成
引
金
廊
制
度
出
曾
討
の
賠
替
同
決
算
制
度
等
が
各

〈

(

(

々
一
環
算
制
度
上
の
重
嬰
た
る
問
題
主
た
っ
て
ゐ
る
。

)
 

今
、
右
を
我
園
の
中
央
。
地
方
に
就
て
み
る
に
二
抽
出
算
編
成

(
 

〉

に
就
て
は
い
輔
君
菰
成
の
責
任
は
中
央
で
け
併
行
政
府
た
る
政
府

U
あ
り

τ立
法
附
る
帝
国
競
合
忙
存
せ
ぬ
。
但
し
政
府
内
部

に
於
て
輸
出
算
編
成
K
閲
す
る
事
務
は
専
ら
大
蹴
犬
闘
に
岡
崎
す
る

ハ
曾
規
六
)
。
之
を
地
方
に
み
る
に
暗
闇
算
編
成
の
責
任
は
各
府
腕

知
事
(
府
職
一
一
八
ノ
一
)
・
市
長
(
市
一
一
ニ
=
-
ノ
一
)
・
町
村
長

)
 

(
町
村
一
一
=
フ
ご
に
あ
る
。
ろ
合
計
年
度
は
一
年
制
を
原
則

〔

止
し
毎
年
四
月
一
日
を
始
期
・
と
し
翌
年
の
=
一
月
=
一
十
一
日
を
終

期
と
た
ず
。
と
れ
は
中
央
・
地
方
同
じ
(
合
計
一
ノ
一
・
府
牒

一
八
ノ
二
・
市
一
三
三
ノ
二
・
町
村
一
一
=
フ
ニ
ー
と
の
曾
計
年

度
の
一
年
制
に
釣
し
て
例
外
を
な
す
も
の
あ
り
。
醐
明
締
費
時
陣
算

之
で
あ
る
。
之
は
抽
出
め
年
限
を
定
め
て
強
算
を
嗣
戚
し
う
る
も

の
で
あ
つ
で
(
憲
法
六
八
円
そ
の
時
国
算
期
間
は
必
十
し
も
一
合

韓

主主

中
央
・
地
方
珠
算
O
M
m
式

計
年
度
内
に
限
る
の
嬰
た
〈
、
数
合
計
年
度
に
及
ぶ
と
止
を
う

る
。
此
例
外
を
認
む
る
と
と
地
方
も
亦
同
じ
〔
府
職
二
一

0
・市

〉

一
三
五
・
町
村
一
一
五
)
。
は
合
計
年
度
と
山
川
納
の
闘
係
に
就
て

(
 

注
意
す
べ
き
は
年
度
樹
立
の
原
別
で
あ
る
。
此
原
則
は
毎
曾
計

年
度
陀
於
け
る
経
費
の
定
額
は
共
の
年
度
の
議
入
を
以
て
之
E

支
排
す
べ
く
ハ
曾
計
三
)
、
各
年
度
に
於
て
決
定
し
た
る
縦
費
の

定
額
を
以
T
仙
の
年
度
K
胤
す
る
経
費
K
充
つ
る
を
得
古
る
を

一
市
す
(
品
開
計

E--一
〉
。
此
肱
川
は
介
れ
亡
二
と
た
る
。
日
時
命
計
年

度
の
純
費
は
共
年
度
内
の
寅
際

t
の
収
入
を
以
て
支
緋
ナ
ペ
く

他
の
年
度
の
歳
入
を
以
て
之
に
充
つ
べ
か
ら
宇
・
と
な
す
歳
入
白

側
よ
り
み
た
る
年
度
湖
立
。
原
則
は
そ
の
一
で
あ
り
、
他
は
各

年
度
。
経
費
を
以
て
他
の
年
度
印
ち
既
往
若
く
は
持
来
の
年
度

の
糧
費
に
充
つ
ベ
か
h
h
A
Y
止
な
す
歳
出
の
側
よ
り
み
た
る
年
度

調
立
の
原
則
で
あ
る
。
此
原
則
を
一
部
む
る
と
左
中
央
・
地
方
共

忙
同
じ
(
合
計
三
二
=
一
・
府
腕
麹
則
三
一
・
市
町
村
鵠
周
三
四
)
。

然
れ

E
も
此
原
則
を
極
端
虻
同
守
す
る
と
き
は
官
際
の
事
情
に

越
せ
ざ
る
も
の
が
あ
る
が
散
に
中
央
・
地
方
共
に
例
外
在
設
け
、

帥
も
歳
入
の
年
度
樹
立
の
原
則
忙
封
し
て
は
歳
計
剰
飴
繰
入

停
二
十
八
巻

節

税

西野党苦;l~算慌論四八頁。
武藤柴拍車l著;合計法規要義一一頁。

1) 
2) 



雑

鍬

中
世
・
地
方
融
算
の
形
式

(
合
計
二
六
・
府
牒
晦
則
=
二
・
市
町
村
施
則
一
一
四
)
・
過
年
度
牧

入
(
合
計
三

0
・
府
燃
施
則
間
二
・
市
町
村
施
則
間
五
)
E
、
歳
出

。
年
度
淵
立
の
原
則
に
刑
判
し
て
は
定
観
繰
越
(
合
計
二
七
・
二
八

府
服
緬
則
一
一
-
問
・
市
町
村
地
別
問
六
)
・
過
年
皮
支
山
(
合
計
二

九
・
府
腕
施
則
間
二
・
市
町
村
川
五
)
等
の
例
外
を
設
け
て
所
謂

「
弘
皮
鵡
渡
し
を
討
し
て
ゐ
る
。
唯
廿
m
k
持
立
せ
ら
る
べ
き
同
地

方
で
は
知
年
皮
歳
入
山
線
上
充
加
を
許
し
て
ゐ
る
が
(
府
燃
施

則
五
五
・
市
町
村
施
州
五
五
)
、
中
央
で
は
之
を
認
め
て
ゐ
た
い

〉

と
主
で
あ
る
。
に
時
間
算
の
形
式
と
し
て
は
、
中
央
も
地
方
も
共

(
 

に
抽
出
算
統
一
郎
ち
所
調
車
一
珠
算
主
義
主
原
則
と
す
る
(
曾
計

一
一
・
府
燃
施
則
三

0
・
市
町
村
地
則
三
三
〉
。
但
し
之
に
も
例
外

あ
り
、
特
別
曾
計
の
珠
算
(
曾
計
二
九
〉
並
び
に
迫
加
抽
出
算
(
曾

計
七
ノ
一
一
〉
之
で
あ
っ
て
、

己
の
鮪
は
地
方
も
亦
同
じ
(
府
間
相
一

一
一
三
・
府
麟
施
則
四
六
・
市
一
三
八
・
町
村
一
一
八
・
市
町
村
施
川

)
 

阿
丸
・
附
鵬
一
一
九
・
市
一
=
一
閃
・
川
村
一
一
四
〉
。
ほ
暗
闇
算
科
目

に
就
て
之
を
観
る
に
、
噛
出
算
は
一
般
・
特
別
各
合
計
に
於
て
先

づ
歳
入
歳
山
に
大
別
せ
ら
る
べ
き
は
中
央
・
地
方
共
に
向
巳
く

ハ
議
六
四
・
合
計
八
・
府
勝
一
一
八
・
市
一
一
一
一
三
・
町
村
一
二
三
、

第
二
十
凡
巻

ブL

JI; 
7ミ
鵠

尖
に
歳
入
歳
出
は
中
央
主
同
じ
く
府
燃
で
は
更
に
之
宮
経
常
臨

時
の
二
部
に
介
つ
べ
き
で
あ
る
が
(
曾
計
八
・
肝
臓
施
則
四
四
)
、

市
町
村
に
於
て
は
「
必
醤
あ
れ
ば
経
常
臨
時
の
二
部
に
分
ち
う

る
」
も
の
と
な
す
(
市
町
村
施
則
四
七
百
叉
、
各
部
を
史
に
獄

項
に
分
つ
べ
き
は
中
央
・
地
方
共
に
同
じ
で
あ
る
が
(
合
計
八
・

自
説
七
・
八
・
府
腕
施
則
間
四
・
市
町
村
施
則
四
七
」
か
の
歎
明
の

流
問
に
就
て
は
巾
央
・
地
方
柳
か
そ
山
越
を
岡
引
に
し
、
中
央
に

於
て
は
欺
項
の
流
問
主
絶
射
に
詐
さ
ぬ
が
(
曾
計
一
四
ノ
一
一
u.

目
的
に
は
之
を
許
す
。
地
方
に
あ
り
で
は
府
雌
市
町
村
何
れ
に

於
て
も
款
に
は
絶
却
に
流
用
を
許
』
C

ぬ
が
ハ
府
麟
市
則
五

O
ノ

一
・
市
町
施
則
五
二
)
現
に
は
許
し
う
る
(
府
麟
施
則
五

O
ノ

)

〕

一
丁
市
町
村
施
刷
五
=
フ
二
)
。
二
時
間
算
の
審
議
に
就
て
い
強
算

の
提
出
柿
を
有
す
る
も
の
は
、
中
央
で
は
政
府
で
あ
り
地
方
で

は
府
服
知
事
(
府
腕
一

一
八
)
・
市
長
(
市
二
三
一
ノ
二
・
町
村
長

(
町
村
一
一
一
二
ノ
一
)
で
あ
る
。
そ
の
際
、
抽
出
算
案
に
添
付
す
ベ

者
宜
田
知
は
、
中
央
に
あ
り
で
は
歳
入
橡
算
明
細
書
・
各
省
珠
山
止

純
費
要
求
書
(
合
計
八
ノ
一
己
及
び
偶
抽
出
算
同
副
読
明
〔
合
規
六
)

同よ。

等
で
あ
る
が
、
府
聯
で
は
財
産
去
の
み
で
あ
り
(
府
勝
一
一
八
三

3) 



市
町
村
で
は
財
産
衰
の
外
に
事
務
報
青
書
E
溺
へ
ね
ば
た
ら

ぬ
〔
市
一
三
=
一
・
町
村
一
一
三
)
。
ろ
珠
算
案
白
議
決
機
州
は
言

ム
迄
も
た
く
、
中
央
に
於
て
は
帝
同
議
品
開
(
憲
六
四
ノ
了
曾
計

七
)
、
府
聯
で
は
附
聯
合
(
府
勝
間

7
一
一
八
)
、
市
で
は
市
曾

(
耐
凹
ご
)
、
町
村
で
は
町
村
曾
(
町
村
四

O
)で
あ
る
。
唯
、
例

外
的
に
は
府
川
師
会
事
舟
・
市
参
事
舎
が
府
燃
品
目
・
市
曾
白
委
任
主

う
け
て
之

ι代
り
て
喰
算
案
を
'
審
議
す
る
と
と
が
あ
る
〈
府
聯

間
二
・
六
八
・
市
同
一
ニ
・
六
七
)
。
一
巾
し
て
耐
院
制
度
を
採
る
中
山
内

W

れ於
T
は
衆
議
院
は
抽
出
算
先
議
州
査
有
す
れ
い
C

も、

一
院
制
度

を
採
る
地
方
議
曾
に
於
て
は
か
く
の
如
宮
と
と
は
存
せ
由
。
議

舎
が
暗
闇
算
案
に
計
上
せ
ら
れ
た
る
経
費
を
修
正
す
る
に
嘗
り
モ

の
増
額

E
要
求
す
る
と
と
は
、
法
文
上
之
を
山
地
法
た
り
と
す
る

の
規
定

E
欠
〈
も
、
憲
法
の
精
神
に
服
し
て
明
に
議
合
白
樺
限

に
屈
せ
中
止
宿
さ
れ
、
中
央
広
於
て
は
之
を
認
め
竜
い
の
で
あ

り
、
従
っ
て
叉
地
方
に
於
て
も
同
様
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
宇
・
と
な

す
も
の
あ
る
も
、
寅
際
上
地
方
競
合
に
於
て
は
議
舎
の
費
議
に

上
り
て
経
費
白
増
加
せ
ら
る
aa
場
合
少
か
ら
ぎ

ω
も
の
t
A

如

く

一
概
に
如
上
白
解
騨
に
拘
泥
す
べ
か
ら
中
と
た
す
も
の
も

雑

中
央
・
地
方
組
算
由
形
式

録

あ
る
。
は
議
曾
の
暗
闇
算
審
議
楢
の
範
囲
主
観
る
に
、
元
来
議
舎

は
旗
算
を
自
由
に
討
議
し
う
る
を
原
則
と
す
る
の
で
あ
る
が
寅

際
は
諸
多
の
制
院
を
う
け
て
ゐ
る
。
之
を
我
が
中
央
に
観
る

に
、
和
税
牧
入
の
如
き
も
租
税
法
律
の
存
す
る
以
上
は
、
若
干

見
積
上
の
修
訂
主
要
求
す
る
己
主
は
出
来
る
が
、
法
律
に
影
響

す
る
が
如
さ
般
本
的
の
増
減
配
行
ム
を
え
ぬ
。
聞
し
て
歳
出
の

方
面
で
も
皇
室
費
は
一
定
金
額
民
て
永
続
出
耳
た
る
性
質
を
有

ち
、
大
山
慨
に
基
く
既
定
の
経
費
(
既
定
費
V

、
法
律
の
結
果
K
よ

る
歳
出
(
訟
待
費
)

w

訟
律
上
政
府
の
議
桜
花
属
す
る
歳
出
(
議

務
費
V

は
共
の
曲
目
除
制
械
に
つ
き
政
府
の
同
意
を
嬰
し
、
飽
鏑

費
も
一
旦
議
舎
の
議
決
を
以
て
成
立
h
u
た
る
以
上
は
共
の
支
出

を
担
む
己
と
を
得
ざ
る
も
の
・
と
す
る
。
地
方
議
曾
も
亦
珠
算
審

議
機
に
就
て
は
制
限
を
う
け
て
ゐ
る
。
邸
ち
府
耐
脚
・
市
・
町
村
は

何
れ
も
「
共
の
必
要
注
る
費
用
及
法
律
勅
令
又
は
従
来
白
慣
例

に
依
り
府
臓
の
負
拾
に
属
す
る
費
用
を
支
排
す
る
義
務
を
負

ふ
」
も
の
な
れ
ば
、
と
れ
ら
の
経
費
主
穂
算
よ
り
妄
り
に
削
除

機
械
す
る
と
と
は
詐
さ
れ
ぬ
。
若
し
夫
れ
府
鯨
曾
又
は
市
・
町

村
舎
が
府
間
脚
市
・
町
村
の
収
支
に
闘
し
て
不
出
岨
営
の
議
決
を
た

第
二
十
λ
容

九

第
プ古

都

ー
ー
= 

岡野氏著;市l掛書自九三軍一00頁。

大塚民泊者.市町村"'1曲算三五ニ頁。

制戸正雄著， 肘政事彊諭七六百。

)

』

}

4

5

6

 



確

鍛

中
央
"
地
方
政
鉢
由
形
式

し
た
る
と
き
は
府
肱
知
事
叉
は
市
町
村
長
が
各
自
己
の
恵
比
K

依
り
又
は
各
山
崎
骨
官
胞
の
指
卸
に
依
h

り
理
由
主
示
し
て
之
官
一
内

議
に
附
し
品
川
共
の
議
決
主
改
め
ざ
る
と
古
は
附
服
に
あ
り
で
は

内
務
大
臣
に
兵
赦
し
て
共
の
指
却
を
、

又
布

ιあ
り
で
は
府
聯

場
事
ん
げ
の
、
町
村
に
あ
り
て
は
府
腕
知
事
心
臓
分

t
訪
沖
ベ
古

で
あ
る
(
刷
版
八
三
1
M丸
0
・
町
村
七
川
)
。
又
、
市
町
村
紅
於

て
は
、
訟
令
と
市
町
村
の
負
強
に
腿
す
べ
き
経
費
又
は
官
艇
の

職
椛
に
依
り
命
中

J

る
旋
川
を
市
町
村
の
抽
出
算
に
紋

ざ
る
場
合

に
は
、
府
旧
制
知
蔀
は
そ
の
一
政
山
E
示
し
て
共
の
費
川
u
q

組
制
的

に
時
陣
算
に
計
上
せ
し
む
る
(
市
一
六
三
・
町
村
一
間
三
)

O

所
開

〉

「
強
制
珠
算
」
の
制
皮
之
で
あ
る
。
に
中
央
に
於

t
は
蹴
定
時
同
鉢

(
 

白
川
正
正
を
許
さ
な
い
が
、
地
方
に
於
て
之
を
認
め
て
ぬ
ゐ
(
府

る更 l係
とにー
き(ほ〕ー

'1' :JL 
~H 央エ
l先に ど
の於=
協てー一
議は U

不r.H 開I
w~J 院中j
』乙 ι)

絡 ιl'
り
た
る

と
き

1~良
算

'議
了
前

一
七
〉
と
と
も
注
意
す
べ
く
、

一
院
が
預
算
を
否
決
し
だ

に
閉
合
す
る
か
若
は
決
議
院
解
散
を
命
ぜ
ら
れ
た
る
占
昔
、
帝

図
誌
舎
が
召
集
に
肱
せ
ざ
る
と
宮
、
召
集
に
膝
じ
た
る
も
抽
出
算

を
議
定
せ
ざ
る
占
吉
等
の
場
合
は
珠
算
が
不
成
立
に
諮
る
o
か

第
ニ
十

A
巷

第
」
へ
概

匹l

コ九

四

か
る
場
合
に
は
前
年
度
暗
闇
算
配
施
行
す
る
と
左
は
蹴
に
述
べ
た

る
如
く
官
あ
る
が
、
地
方
は
明
か
事
情
を
異
に
す
る
。
即
ち
府

旧制
V

札
あ
h
て
は
府
腕
合
若
〈
は
・
M
M脚
参
事
合
が
目
竹
製
K
肱
ぜ
・
T

又
は
成
立
せ
ざ
る
之
宮
、
若
く
は
府
廠
舎
又
は
府
臓
多
事
合
に

於
て
油
開
算
案
を
践
伏
せ
ざ
る
と
き
は
、
出
削
聯
知
事
は
内
務
大
臣

忙
同
州
批

L
て
そ
心
指
却
を
諸
ム
の
で
あ
る
が
、
多
く
の
場
合
原

梁
が
執
行
せ
ら
る
L
結
果
'
と
な
る
。
府
勝
知
事
の
原
案
執
行
緋

-
と
い
は
る
a
A

も
の
之
で
あ
る
。
更
に
之
を
市
町
村
に
就
て
み
る

に
、
市
町
村
舎
が
成
立
せ
ざ
る
と
昔
、

叉
は
市
町
村
曾
を
聞
く

能
は
ざ
る
在
昔
、
若
く
は
市
町
村
舎
に
於
て
抽
出
算
案
を
議
決
せ

ざ
る
主
曹
は

而
と
町
村
と
に
よ
り
て
多
砂
趣
を
異
に
す
る

が
、
先
づ
市
に
於
て
は
抽
出
算
を
市
参
事
合
の
議
決
に
附
す
，
へ

く
、
市
参
事
舎
も
成
立
せ
宇
又
は
曾
議
を
開
く
能
は
ざ
る
主
き

は
、
市
長
は
換
算
に
就
き
府
聯
参
事
曾
の
議
決
左
前
ふ
べ
き
で

あ
り
(
市
九
一
)
、

又
、
町
村
に
於
て
は
府
旧
制
知
事
比
具
伏
し
て

そ
の
喰
算
の
議
決
に
闘
し
成
分
を
荷
ふ
べ
き
で
あ
る
(
町
村

五
)
。
叉
、
時
四
算
に
闘
す
る
市
町
村
舎
の
議
決
が
提
案
を
否
決

し
た
る
時
は
市
町
村
長
は
自
己
の
意
見
に
依
り
又
は
監
督
官
臨

武藤正;Jii!鶴書自五ー至五ご頁。7) 



の
指
M

刊
に
よ
り
迎
巾
を
示
し
て
之
を
再
議
に
附
し
の
ほ
議
決
を

改
め
ざ
る
と
き
は
市
に
あ
り
て
は
府
廊
参
事
曾
の
議
決
左
前
び

町
村
に
あ
り
て
は
府
服
知
事
の
底
分
を
請
ふ
べ
き
で
あ
る
(
市

九
0
・
町
村
七
間
三
以
上
は
地
方
に
於
け
る
抽
出
算
成
立
の
昔
通

の
過
仰
で
あ
ソ
心
が
、

臨
時
念
砲
を
嬰
ず
る
場
合
に
し
て
、
府
岬
糊

に
あ
り
て
は
府
脱
知
事
が
府
服
参
事
合
主
市
C
は
市
長
が
市
参

事
品
開
を
町
付
寸
は
町
村
長
が
町
村
曾
佐
川
川
県

t
る
の
阪
な
し
と

認
む
る
場
合
に
は
、
府
腕
知
事
活
〈
は
市
町
村
長
が
由
説
像
現

在
ヰ
決
山
他
分
す
る
こ
止
が
山
来
る
。
但
し
と
の
唱
決
応
分
に
就

て
は
附
腕
で
は
次
問
の
府
間
制
参
事
合
民
、
市
で
は
永
岡
の
寧
益

事
合
に
町
村
で
は
町
村
曾
に
之
主
報
告
す
べ
き
読
務
が
あ
る

(
市
九
二
・
町
村
七
六
)
。
か
〈
の
如
音
便
法
在
採
れ
る
貼
亦
削

る
中
央
と
臭
っ
て
ゐ
る
。

)
 

最
後
に
三
抽
出
算
の
執
行
に
就
い
て
中
央
・
地
方
の
制
度
を
比

)
 

較
せ
ん

ι、
先
づ
い
収
支
の
機
開
柚
肢
の
方
訟
を
槻
る
に
、
中

(
 

火
・
地
方
共
に
所
間
合
計
上
山
分
杭
主
滴
を
採
り
て
命
令
機
関

8
 

・
と
執
行
機
闘
と
を
被
然
と
八
万
っ
て
ゐ
る
。
之
を
巾
央
に
就
て
い

は
ん
に
収
入
白
命
令
機
関
は
歳
入
徴
収
官
で
あ
っ
て
、
そ
の
執

雑

a品

中
央
・
地
方
政
算
山
形
式

行
機
関
即
ち
償
牧
機
闘
は
園
廟
で
あ
る
。
但
し
一
切
の
牧
約
は

直
接
花
園
庫
に
よ
り
て
左
さ
る
h
に
非
宇
し
て
、
そ
の
川
、
川

納
官
吏
・
山
納

μ・
市
町
村
・
郵
便
局
等
の
手
主
総
る
も
の
あ
る

が
故
に
と
れ
ら
も
亦
等
し
く
牧
納
機
閥
に
属
す
る
'
わ
け
で
あ

る
。
又
、
支
出
の
命
令
機
州
は
図
務
犬
民
若
く
は
そ
の
寺
住
E

受
け
た
る
官
吏
で
あ
り
、
そ
の
執
行
仰
ち
支
棚
機
酬
は
岡
町
官

あ
る
。
布
を
地
方
に
抑
制
る
に
.
牧
入
或
山
の
命
令
働
側
は
IM
山賊

E
は
山
川
服
知
事
又
は
共
の
委
任
在
う
け
た
リ
全
日
由
民
吏
H
H
Z
し
の
仙

の
職
円
で
あ
り
、
市
町
村
に
あ
り
て
は
市
町
村
長
な
り
と
す
。

(
府
蝦
七
八
ノ
問
・
府
服
施
則

E
7市
八
七
ノ
=
一
・
町
村
七
二
ノ

=
己
文
、

E
D
執
行
機
闘
は
府
臓
で
は
府
勝
山
納
克
、
市
町
村

で
は
市
川
村
牧
入
役
で
あ
る
(
府
騨
八
丸
・
市
丸
七
・
町
村
八

O
〉

)
 

次
に
ろ
金
庫
制
度
に
就
て
中
央
・
地
方
を
比
較
せ
ん
に
、
抑
も

(
 

金
庫
制
度
に
は
金
廊
が
行
政
各
部
の
出
納
を
総
括
す
る
か
否
か

に
よ
り
て
合
一
金
庫
制
度
或
は
金
庫
統
一
制
度
と
分
立
金
廊
制

度
或
は
金
庫
分
散
制
度
白
匝
別
が
あ
る
、
近
代
的
左
金
庫
統
一

の
制
度
を
原
則
と
し
て
ゐ
る
貼
は
我
闘
の
中
山
氏
地
方
共
に
同
じ

で
あ
る
。
更
に
叉
金
庫
制
度
比
は
金
庫
の
管
理
を
国
家
公
共
闘

第
一
一
十
λ
巷

ブL

E 
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li 
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雑

録

中
央
・
地
方
組
算
由
形
式

慢
が
濁
自
に
す
る
か
銀
行
に
委
托
す
る
か
或
は
更
に
進
み
て
園

庫
金
を
銀
行
の
預
入
に
繰
入
る
L
か
に
よ
り
て
濁
立
金
庫
制

度
・
委
托
金
庫
制
度
・
到
金
(
金
出
陣
)
制
度
の
三
に
分
つ
。
我
が
園

に
於
て
は
政
府
は
従
来
委
托
金
庫
制
度
主
探
っ
て
来
た
D
で
あ

る
が
、
大
正
十
年
合
計
法
の
改
正
に
よ
り
て
、
政
府
は
日
本
銀

行
E
し
亡
関
陣
金
山
納
主
取
批

し
め
、
日
つ
日
本
銀
行
に
於

て
受
入
れ
た
る
図
庫
金
は
政
府
の
現
金
と
な
す
と
と
h
A

な
り

(
合
計
一
四
)
国
金
制
度
に
代
る
に
至
っ
た
。
然
る
に
地
方
に
就

て
、
先
づ
府
豚
で
は
府
臓
に
属
す
る
現
金
白
出
納
及
保
管
の
矯

市
町
村
で
は
同
じ

め
に
府
腕
金
賄
を
埋
き
(
府
肱
施
則
五
七
)

〈
市
町
村
金
聞
を
世
〈
己
主
配
得
る
(
市
町
村
施
則
五
七
)
と
あ

る
。
而
し
て
共
の
金
庫
事
務
の
取
扱
主
将
崎
さ
し
む
る
銀
行
は
、

府
臓
で
は
府
雌
知
事
が
又
市
町
村
で
は
市
町
村
曾
の
議
決
主
総

て
市
府
村
長
が
之
を
定
む
る
己
主
、
な
っ
て
ゐ
る
。
但
し
右
白

法
文
の
み
に
て
は
未
だ
以
て
委
托
金
庫
制
度
た
り
や
勝
又
預
金

制
度
た
り
や
は
判
然
止
せ
ざ
る
も
、
官
際
上
は
翠
た
る
委
托
に

止
ま
る
も
の
多
き
が
如
く
、
例
外
的
に
は
市
町
村
の
許
可
を
受

け
て
一
定
の
利
子
生
支
胡
う
て
公
金
主
運
用
す
る
と
止
が
出
来

第
二
十
A
巷

第
六
棋

九
一
六

プミ

る
自
で
あ
る
o

叉
、
市
町
村
が
特
に
金
庫
を
設
け
ざ
る
場
合
に

、，F

は
出
納
専
務
は
牧
入
役
之
を
掌
る
。
は
禽
計
監
督
制
度
に
就
て

中
央
主
地
方
主
主
比
較
せ
ん
に
、
中
央
の
曾
計
川
肱
督
に
は
イ
、

行
政
内
部
聞
の
脅
計
監
督
の
外
て
曾
計
検
査
院
の
曾
計
監
督

ハ
、
士
官
岡
識
人
悼
の
曾
計
監
督
白
一
二
精
一
あ
る
が
、
之
在
地
方
に
観

る
に
イ
、
行
政
内
部
の
鹿
骨
と
問
、
地
方
議
命
の
陸
地
督
2

との

極
で
あ
っ
て
、
中
央
白
脅
計
検
査
院
に
比
す
べ
き
機
閥
は
地
方

に
は
存
せ
ぬ
。
而
し
て
議
舎
の
曾
計
監
替
が
決
算
。
監
督
に
あ

る
E
と
は
中
央
・
地
方
規
を
一
に
す
る
。
次
に
決
算
に
及
ぱ
ん

に
、
は
中
央
に
於
て
は
歳
入
歳
出
白
嶋
決
算
書
は
大
線
大
臣
之

を
作
成
し
、
曾
計
槍
査
院
の
窓
官
盟
主
経

τ政
府
之
を
帝
閥
議
曾

に
提
出
す
る
。
(
舎
規
六
八
・
倉
計
二
二
)
そ
白
決
算
書
に
添
付

す
べ
き
書
類
は
歳
入
決
算
決
算
明
細
書
・
各
省
決
算
報
告
書
・
図

債
計
算
書
・
特
別
曾
計
々
算
書
等
で
あ
る
。
之
を
地
方
に
観
る
に

決
算
書
は
府
廠
で
は
府
勝
出
納
吏
が
、
市
町
村
で
は
収
入
役
が

之
を
作
成
し
て
、
府
臓
知
事
又
は
市
町
村
長
が
各
々
府
麻
A
H
着

く
は
市
町
村
曾
に
提
出
す
る
。
而
し
て
府
職
の
決
算
書
に
は
別

に
添
付
す
べ
き
書
類
を
法
規
に
示
し
て
ゐ
た
い
が
、
市
町
村
で



は
之
に
つ
牧
人
に
閲
す
る
謹
帯
類
」
E
添
付
す
べ
き
己
主
a
A

た
っ

て
ゐ
る
(
市
一
四
一
一
・
町
村
一
二
二
三

以
上
越
ベ
庁
る
所
主
要
指
す
る
に
、
地
方
の
柚
聞
算
制
度
は
大

関
に
於
て
、
少
〈
・
ど
も
原
則
的
に
は
中
央
の
そ
れ
在
大
差
た

い
。
削
凹
ち
合
計
算
度
の
一
年
制
、
曾
計
年
度
調
立
の
開
則
、
時
国

算
統
一
制
度
、
抽
出
算
分
科
の
主
義
並
び
に
そ
の
流
用
に
闘
す
る

制
限
、
抽
問
算
総
計
主
義
、
合
計
上
の
分
棉
主
義
、
曾
計
の
監
督

制
度
等
は
何
れ
に
於
て
も
認
め
ら
る
L
別
で
あ
り
』
う
そ
の
拙

様
を
向
く
す
る
。
然
ら
ば
雨
制
度
に
於
て
形
式
上
回
時
る
鮎
は
如

)
 

何
白
と
い
ふ
に
、
A
中
央
制
度
に
あ
り
て
地
方
制
度
に
認
め
ぬ
も

)
 

の
は
イ
強
算
不
成
立
の
場
合
に
前
年
度
目
漁
算
を
附
製
し
て
所

(
 

〉

-

間
施
行
預
算
と
左
す
の
制
度
と
ロ
曾
計
検
査
院
の
特
設
せ
ら
れ

(
 

)
 

て
ゐ
る
と
主
で
あ
り
B
地
方
制
度
に
於
て
認
め
ら
れ
て
中
央
制

ra

、
)

)

 

度
に
認
め
ら
れ
ぬ
も
の
は
イ
強
算
の
更
正
主
ロ
曾
計
算
度
調
立

(

(

 

の
原
則
自
一
例
と
し
て
翌
年
度
歳
入
繰
k
充
刑
を
許
さ
る
L

E

)
 

主
で
あ
り
、

c
中
央
・
地
方
何
れ
に
も
存
す
る
が
そ
の
制
度
の

‘
(
 

)
 

形
式
内
容
を
同
聞
に
す
る
も
の
は
イ
中
央
は
預
金
制
度
を
採
る

〈

が
、
地
方
は
委
托
金
庫
制
度
若
く
は
凋
立
7

金
庫
制
度
を
探
る
早

樟

鍛

中
央
・
地
方
融
算
由
形
式

主
ロ
柚
聞
算
議
決
の
自
由
E
制
限
す
る
方
法
と
し
て
地
方
に
は
強

制
珠
算
の
制
度
の
存
す
る
と
と
ハ
中
央
主
府
賑
止
に
於
て
は
、

歳
入
歳
出
現
算
は
更
に
各
々
経
常
臨
時
の
二
部
に
分
つ
べ
曹
で

あ
る
が
、
市
町
村
に
於
て
は
「
必
要
あ
る
と
き
」
に
右
の
二
部
に

〉

八
方
つ
べ
き
で
あ
っ
て
絶
釘
酌
規
定
に
非
る
と
と
ニ
中
央
に
於
て

(
 

ほ
扶
咽
引
の
椛
周
は
絶
樹
に
禁
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
地
右
に
あ
り

で
は
府
燃
は
府
牒
参
事
曾
、
市
町
村
は
市
町
村
曾
の
議
決
を
経

て
、
時
陣
算
各
項
の
流
用
を
許
容
L
て
ゐ
る
等
の
貼
で
あ
る
。

〕何
時
開
算
書
決
算
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
も
亦
中
央
在
地
方
主
民

よ
り
て
各
具
っ
て
ゐ
る
。
と
れ
ら
の
賠
が
何
故
に
中
央
地
方
と

趣
を
具
に
す
る
か
、
叉
そ
の
趣
を
具
に
す
る
の
債
値
如
何
の
論

究
は
他
日
に
之
を
譲
る
己
と
L
せ
ぅ
。

中
央
・
地
方
議
算
科
目
の
比
較

ィ
、
歳
入
科
目
の
比
較

中
央
・
地
方
諌
算
K
於
け
る
歳
入
の
科
目
別
並
び
に
致
項
白

B 

散
を
比
較
す
れ
ば
弐
の
如
し
ロ
但
し
図
家
の
分
は
「
昭
和
四
年

度
歳
入
歳
出
強
算
」
に
擦
っ
た
が
、
府
聴
の
分
は
府
耐
脚
制
施
行

第
二

+λ
巻

第
穴
観

一
一
七

北

士



雑

録

中
央
・
地
方
韻
算
由
形
式

第
二
十
λ
巻

九

λ 

第
7'¥. 
貌

λ 

規
則
の
「
府
願
蔵
入
哉
同
穆
算
様
式
ノ
一
」
院
、
市
町
村
の
分
は

市
制
町
村
制
施
行
規
則
の
「
市
町
村
蔵
入
哉
肉
強
算
様
式
」
に
よ

る
己
と
L
し
た
。
輩
し
府
間
脚
市
町
村
の
取
は
多
く
し
て
一
一
に

よ
れ
ば
、
府
将
市
町
村
の
橡
算
は
必
十
前
記
の
様
式
舵
操
り
て

編
成
せ
ら
る
べ
き
も
の
た
る
が
故
陀
、
そ
れ
に
よ

P
て
一
般
府

就
て
之
町
具
閥
的
比
一
市
す
と
と
は
許
さ
れ
ぬ
。
然
る
に
府
川
抑
制

施
行
規
則
第
四
十
七
保
・
市
制
町
村
制
施
釘
規
則
第
五
十
僚
に

勝
市
町
村
の
歳
入
科
目
を
知
る
と
占
が
出
来
る
。
伺
そ
の
分
科

の
款
の
激
は
略
々
一
定
し
て
ゐ
る
が
、
項
の
散
は
不
定
で
あ

る
。
不
出
品
山
政
を

x
t以
て
示
す
E
B
N
Z
す
る
。

闘

家

i
 

市

紐

科

目

租

秘
印

紙

牧

入

官
業
及
官
有
財
産
牧
入

報

収

入

大

蔵

省

蹴

人

間

部

特
別
骨
計
ヨ

9

繰

入

敬
育
改
善

A
盛
村
振
興
器

金
輪
則
合
計
ョ
，
韓
入

h

r

 

A

言

臨

時

官

有

物

姉

下

代

雑

収

入

公
共
闘
雌
工
事
品
質
納
付
金

公
共
同
値
工
事
担
分
掛
金

一二三二二二部ヱL二二二ニーニ二二一二2主一郎

雌

部

-nーー凹項

組

科

7

目

地

租

附

ー

加

脆

特

別

地

税

腎

操

牧

陸

稲

附

加

舵

所

得

柚

附

加

勘

鎖

業

誼

附

加

枕

一一一一一款

入一

砂

鎖

直

積

附

加

積

取
引
所
替
議
稀
附
加
稲

家

島

穂

管

業

秘

雑

種

続

分

賦

金

財

産

牧

入

一一七宥

市

町

村

ー

組

常

臨

時

ド

最

た

ず

科

目

財
産
主
り
生
ず
る
耽
入

健

m
料

A
手

鑑

料

交

付

金

囲

下

金

納

付

金

金金金金金代金

n守

時1
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臨w 
臨臣賞附柿越

骨 IJ、抑

産

右
児
一
端
P
て
先
づ
哉
入
の
科
目
・
と
放
明
白
八
A
ち
方
主
観
る

に
、
岡
家
及
び
市
町
村
に
あ
り
で
は
租
税
牧
入
が
一
括
し
て

放
に
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
府
臓
に
於
て
は
一
般
一
敗
。
主
義

を
採
っ
て
ゐ
る
。
弐
に
財
産
収
入
・
財
産
寅
抑
代
(
但
し
岡
家
で

は
梯
下
代
)
・
公
債
・
雑
牧
入
・
繰
越
金
等
に
一
款
を
設
け
て
ゐ
る

こ
と
は
何
れ
に
も
共
通
で
あ
る
が
、
府
岬
脚
・
市
町
村
に
於
で
は

寄
附
金
主
各
加
の
補
助
金
が
、
殊
に
市
町
村
に
於
て
は
そ
の
外

夫
役
現
品
が
各
一
紋
主
な
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
己
主
主
園
家
に

於
て
は
印
紙
収
入
や
公
民
図
酬
岡
山
納
付
金
・
分
抱
金
が
一
款
を

占
め
て
ゐ
る
と
と
は
、
各
財
政
の
特
色
を
示
す
も
の
・
と
し
て
注

意
せ
ら
る
べ
き
所
で
あ
ら
う
。
而
し
て
右
の
去
に
み
る
如
〈
款

の
搬
は
艇
常
臨
時
合
計
し
て
岡
家
は
十
五
款
府
臓
は
二
十
款
市

町
村
は
十
六
放
、
項
。
撤
は
岡
山
瓦
は
六
十
一
で
あ
る
が
府
臓
は

二
十
五
以
上
、
市
町
村
は
十
九
以
上
に
上
る
は
明
で
あ
る
が
、

各
府
脇
市
町
村
陀
就
て
確
寅
た
る
監
を
一
一
知
る
己
主
は
出
来

ぬ
。
吾
人
は
更
に
進
ん
で
成
出
科
目
の
比
較
を
試
み
や
う
。

吋
歳
出
科
問
の
比
較

第
二
十
入
管
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右
の
表
は
一
般
合
計
の
み
に
就
て
観
た
も
の
で
あ
る
が
、
図

家
の
成
山
抽
出
算
に
於
て
は
款
が
経
常
部
八
問
・
臨
時
部
一
八
六
、

羽
が
経
常
部
二
六
八
臨
時
部
四
六
六
に
分
れ
て
ゐ
る
。
府
間
肺

に
於
て
は
款
の
蚊
が
経
常
部
一
六
・
臨
時
部
七
に
、
市
町
村
に

於
て
は
粧
常
都
一
二
三
欽
・
臨
時
部
血
八
駄
に
分
れ
て
ゐ
る
。
但

し
府
脈
市
川
村
心
分
は
機
中
的
危
分
別
で
あ
り
て
個
々
の
府
燃

市
町
村
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
の
欽
L

と
し
て
計
上
せ
ち
れ
た
る
品
質

自
の
あ
る
も
の
を
飲
〈
己
と
あ
り
ち
る
が
故
に
、
款
の
搬
は
す

べ
て
の
府
服
市
町
村

ι於
て
一
定
し
て
ゐ
る

b
け
で
は
訟
く
、

明
の
撒
に
就
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。

共
に
右
の
比
較
に
よ
り
て
最
も
著
し
い
榊
色
を
た
す
と
ー
と

は
、
岡
家
の
歳
山
政
先
づ
形
式
的
に
各
省
別
に
た
さ
れ
、
然
る

後
に
曲
耳
目
白
官
賞
に
よ
り
て
歎
羽
に
八
万
れ
て
ゐ
る
が
、
山
川
麻
布

町
村
の
歳
出
抽
出
算
に
あ
り
で
は
、
費
目
の
寛
賞
に
よ
り
て
直
ち

に
款
叩
引
に
分
れ
て
ゐ
る
と
と
で
あ
る
。
従
っ
て
岡
家
の
強
算
に

於
て
は
同
一
性
質
の
費
目
が
各
省
に
散
在
し
て
ゐ
る
己
主
が
少

〈
在
い
が
、
地
方
議
算
比
於
て
は
比
較
的
に
之
が
少
い
。

次
に
府
耐
脚
上
と
市
町
村
白
旗
算
科
目
配
比
較
す
る
に
、
紳
枇

雑

総

中
央
・
地
方
融
算
由
形
式

費
・
曾
議
費
・
役
所
(
場
〉
費
(
府
臓
で
は
府
(
脈
)
職
員
費
が
そ
の

主
た
る
も
の
を
在
す
〉
土
木
費
・
教
育
費
(
市
町
村
で
は
小
皐
校

費
・
撃
事
消
費
)
病
院
費
・
勧
業
費
・
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
保
存

費
・
財
障
費
・
抽
出
備
費
等
が
何
れ
も
一
山
政
を
注
し
て
ゐ
る
が
、
頁

に
市
町
村

ι
於
亡
は
特
に
、
汚
物
掃
除
費
・
水
道
費
・
下
水
道

費
・
印
刷
場
費
・
公
闘
曲
目
・
謀
地
費
・
火
葬
場
費
・
市
場
曲
目
・
向
品
陳
列

別
出
宜
・
目
白
臼
刑
事
業
費
・
一
北
川
刑
事
業
曲
目
。
職
業
料
介
所
出
問
。
化
宅
品
封
。

救
助
費
・
地
本
財
産
費
等
が
各
一
致
在
社
し
て
ゐ
る
と
と
は
近

代
都
市
生
活
乃
豆
町
村
生
活
の
経
営
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
し

て
注
窓

rべ
吉
川
で
る
ら
う
。

以
上
の
関
心
誠
在
地
方
図
憾
主
の
歳
入
成
山
の
款
項
を
一
括
し

て
比
較
す
れ
ば
失
白
如
く
で
あ
る
。

蔵
入

一臨 組
時 背
部 部

x 
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雑

錫

中
央
・
地
方
組
算
山
蝉
式

，J、
Kt 盲十

A -1コ月、 J、
五円六P'LI
じむ 11.1 ニ
九 五六六項
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貢項l鯨
x x x xと Y

六五ーさ款 l
[;八三 111>" 
-一一一ーさ~\町

己 ~__I ;村
叫叫耳¥1 

日 叩日上...1:.
hームーよニー一ιー・

歳
出-'1，品紹

時 常
部部

闘

家

合

布
陀
蹴
れ
ば
、
岡
山
北
に
於
て
は
歎
硯
何
れ
の
政
も

荒

地

方
に
於
て
は
明
白
搬
は
不
明
た
る
故
陀
款
の
み
に
就

τ
み
る

も
、
そ
の
搬
は
哉
入
部
よ
り
も
成
川
部
に
多
い
、
即
ち
巾
央
・

地
方
抽
出
算
仰
れ
に
あ
り

τも
歳
入
分
利
よ
り
も
歳
出
分
科
の
政

が
多
い
の
で
あ
る
。
之
れ
又
、
現
代
の
歳
入
制
紘
及
ぴ
哉
山
目

的
在
比
映

γ
る
も
の
止
し
て
訟
な
す
べ
在
所
で
あ
る
。
弐
に
経

常
臨
時
各
部
の
分
科
を
比
較
す
る
に
、
市
町
村
の
場
合
は
右
の

去
に
於
て
は
不
明
た
る
が
故
に
別
と
し
て
、
府
燃
に
於
て
は
歳

入
歳
向
何
札
に
あ
り
て
も
経
常
部
の
款
の
教
は
多
い
の
で
あ
る

が
、
園
出
抵
の
場
合
は
之
主
異
り
臨
時
部
の
方
の
欺
項
の
駄
が
多

〈
(
但
し
歳
入
臨
時
部
の
項
は
別
で
あ
る
〉
殊
に
モ
れ
は
歳
出
の

第
二

+
λ
桂

3
-
、E

ι
U
2
F
臨
筋

一ー

:九

方
耐
に
於
て
著
し
い
。
府
婦
に
比
し
て
闘
(
哉
の
臨
時
歳
入
殊
に

臨
時
歳
出
の
項
目
が
、
経
常
歳
入
歳
出
K
比
し
て
著
し
く
多
い

の
で
あ
る
。
之
は
岡
家
主
地
方
の
財
政
生
前
の
態
械
の
具
る
に

上
る
か
、
或
は
又
取
算
編
成
の
技
術
上
白
結
川
端
で
あ
る
か
は
考

究
を
要
す
る
加
で
あ
ら
う
。
更
に
又
、
歳
入
と
歳
出
に
於
け
る

放
山
放
生

巾
山
え
と
地
方
ー
と
に
就
て
比
一
収

rる
に

鮮
市
郎
防
帥

時
部
主
合
は
せ
E
成
入
で
は
岡
山
式
一
五
放
、
府
市
伸
二

O
敗
、
市

川
村
一
六
敗
あ
る
に
、
歳
出
で
は
閣
記
二
七

O
致
、
山
肘
服
二
三

欺
、
市
町
村
三
三
款
で
あ
る
。
印
ち
款
の
批
は
歳
入

ι於
て
は

間
口
玩
・
山
川
勝
・
市
町
村
三
者
の
聞
に
左
程
大
た
る
相
法
は
な
い
が

成
山
の
放
に
五
つ
て
は
岡
家
の
分
は
這
に
多
く
な
っ
て
ゐ
る
。

と
れ
叉
凶

J

叫
識
経
憶
の
支
出
目
的
目
多
右
閣
で
あ
り

B
っ
そ
の
純

閣
の
腕
汎
な
る
と
止
を
示
す
も
白
と
い
は
ね
ば
・
な
ら
ぬ
。

(
附
・
五
・
二
一
)


